
これからの学校図書館のあり方

一学校図書館は「どこでもドア」の場一

安 光 裕 子

Hiroko YAsuMiTsU

「この学校に，ドラえもんの『どこでもドア』

があるのを知っていますか？」

「そのドアは，図書館にあります。そこへ行く

といろんなことを知ることができます。どんな

世界へでも行くことができるのです。」1）

 1．はじめに

 従来の学校図書館には，児童・生徒にとって

「虫がいる古い本が並ぶ，隅っこの暗い部屋」

で，「開かずの施設」というイメージがあった。

しかし最近は，学校図書館に対する考え方に変

化が見られるようになり，多種多様な学校図書

館が作られつつある。

 学校図書館を構成する基本的な要素は，学校

図書館基準A原則2によると，①図書館職員，

②図書館資料，③図書館施設の三つである。

 本稿では，「資料」「施設」「職員」の三要素

に，利用者である児童・生徒および教員を交錯

させて，これからの学校図書館のあり方につい

て考察する。

 2．情報教育とコンピュータ導入

 中央教育審議会は，1996年7月，「21世紀を展

望した我が国の教育の在り方について」と題し

た情報教育に関する答申を次のように行った。

「学校の施設の中で，特に学校図書館について

は，学校教育に欠くことのできない役割を果た

しているとの認識に立って，図書資料の充実の

ほか，様々なソフトウェアや情報機器の整備を

進め，高度情報通信社会における学習情報セン

ターとしての機能の充実を図っていく必要があ

る」2）。以後，情報教育が急速に展開していく。

1999年1月，文部省は「平成13年（2001年）ま

でにすべての学校をインターネットに接続す

る」ことを発表した3）。

 しかしながら，1999年11月に発表された学校

図書館におけるコンピュータ導入の実態調査4）

によると，導入していると答えたのは，小学校

では10．9％，中学校では10．3％，高等学校では

43．7％にとどまる。導入の計画のない学校図書

館は，高等学校ではおよそ40％，小・中学校と

もにおよそ80％である。導入しない最大の理由

は予算がないことで，二番目の理由として，担

当する人がいないことが挙げらている。また，

学校図書館でのインターネット利用については，

45．0％の学校ではその導入に慎重である。

 社会が高度情報化へと急速に移行している現

在，また，小・中・高等学校における「総合的

な学習の時間」の導入に対応するためにも，校

内すべての人に平等に開かれた場である学校図

書館にコンピュータが備えられ，マルチメディ

ア資料やインターネットが利用できる環境の整

備が求められている。このような環境整備がな

されて，学校図書館は学習情報センターの役割

を担う基盤となりうるのである。

 児童・生徒は，コンピュータ・ビデオ・CD・

LDも利用できる学校図書館を期待している5）。

学習情報センターを目指す学校図書館として，
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コンピュータの導入と活用は差し迫った問題で

ある。アメリカでは，「2000年初めまでに，全米

の全ての教室，図書館，病院・診療所に情報ス

ーパーハイウエー接続」を目標に国の政策が進

められている6）。日本でも，次代を担う児童・生

徒が将来地球規模で仕事をするために，国の条

件整備が急務となっている。

 3．学校図書館資料について

 学校図書館は，一般に次の資料を所蔵してい

る。印刷形態別に見ると，印刷資料と非印刷資

料とに大別され，前者には図書や逐次刊行物（新

聞，雑誌等），地図資料，記録物（児童生徒の文

集等），静止画像（掛け図郭）が含まれ，後者に

は映像資料（スライド，OHPソフト，ビデオテ

ープ等），音声・音響資料（CD， MD，カセット

テープ等），電子資料（フロッピーディスク，

CD-ROM等）やインターネット資料が含まれ

る。学校図書館資料は，「児童又は生徒及び教員

の利用に供することによって，学校の教育過程

の展開に寄与するとともに，児童又は生徒の健

全な教養を育成することを目的として」いる（学

校図書館法第2条）ので，質・量ともに充実した

ものが期待されている。

 まず，図書資料の質についてみていく。学校

図書館は，保存機能よりも利用機能が重視され

るので，新しい資料が豊富にあることが望まれ

る。資料は，利用されればされるほど損傷箇所

が多くなり，更新しなくてはならない。たとえ

損傷していなくても，分野によっては，発行後

数年も経たないうちに情報は古くなり，児童・

生徒に誤った情報や知識を提供してしまう恐れ

がある。時代に即応した最新の資料へと更新が

図られなければならない。

 図書の選定については全国学校図書館協議会

図書選定基準がある。図書選定の一般基準には，

「学校における教育課程の展開に寄与し，児

童・生徒の学習活動や健全な教養・レクリエー

ションに役立つもの」とある。しかし，かつて

愛知県の公立高等学校では，特定の図書が管理

職の一方的介入により購入禁止となる事件があ

った7）。

 図書資料の量については，全国学校図書館協

議会（以後，全国SLAと表記）の学校図書館数

量基準（図書資料）や文部省の学校図書館図書

標準がある。全国SLAの1997年度の調査によ

ると，文部省の学校図書館図書標準の達成率は，

小学校（平均規模13学級）では80．9％（現有数

6，761冊÷必要数8，360冊）であり，中学校（平

均規模14学級）では71．1％（現有数8，307冊÷必

要数11，680冊）である8）。文部省は，学校図書館

の図書を1992年度末の冊数の1．5倍に増やす目

的で，1993年度に学校図書館図書整備新5ヶ年

計画を策定し実施した。しかしながら，新5ヶ

年計画は1997年度で終了し，1998年度および

1999年度はそれぞれ100億円が計上されてはい

るが，第二次の充実計画の策定は見送られてい

るのである。また，高等学校は，新5ヶ年計画

と学校図書館図書標準の対象になっていないの

で，小・中学校と同様に図書の整備の推進が望

まれる。この分では貧弱な蔵書数が「調べ学習」

や「総合的な学習の時間」に支障を来すことに

なりかねないのである。熊本市では，「子供たち

にとって読書は大変大切な習慣で，抜本的に充

実させる必要」を認めて，「平成11年度から1校

平均100万円ペースを15年度まで予算化する」こ

とになった9）。熊本市の図書購入費の大幅増額

は，停滞気味の他の学校図書館に影響を与える

ことが期待される。

 しかし，単に量が多ければよいというわけで

はない。前述のように，損傷図書や記述されて

いる内容が古くなるなど利用価値のなくなった

図書については，図書館の所蔵容量に限界があ

ることからも廃棄が必要となる。「学校図書館で

は，利用者の立場に立って適切で優れた図書の

選択収集に努め，常に蔵書の更新を行う必要が

ある。また，蔵書の管理には一貫性と統一性が

保たれなければならない」し，「蔵書の点検評価

に伴い図書を廃棄する場合には，個人的な見解

によることなく，客観性のある成文化した規定

に基づき行われなくてはならない」（学校図書館

図書廃棄基準）。独断，行き過ぎを複数の目でチ

ェックし，客観性のある基準をもとに，内容が

古くなり利用価値がなくなったものなどを廃棄

し，学校の教育目標に適合する，新しい情報の

蓄積が学校図書館には肝要である。
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 以上，図書資料の質および量について見てき

たが，次のような指摘もある。坂西志保氏は，

「蔵書自慢も度がすぎると困る。中学校に大英

百科を備えつけ，客に見せているが，それより

必要な辞書・年鑑・参考書を需要に応じて数冊

買った方が賢明である。珍本や貴重本で図書館

の価値が決るのではない」と述べている10）。学校

図書館は学校の教育課程の展開に寄与すること

を目的にしているので，その目的に応じた図書

の質および量の充実が望まれるのである。

 4．学校図書館の施設について

 学校図書館は，学校図書館基準A原則1にお

いて「学校教育に欠くことのできない機関」と

規定されている。しかしながら，実際は利用し

たいときには鍵が閉まっていたり，昼休みの時

間だけ開館しているというように，開かずの施

設と化していたり，児童・生徒にとって程度の

差こそあれ「暗くて活気がない，つまらない，

古くさい，読みたい本がない」と受け止められ

ているのが現状である。

 学校図書館が児童・生徒や教員に施設面で，

より利用されるためには，次のようなことが考

えられる。

 a．学校の中心部に設置。

 b．従来の図書中心の図書館資料とコンピュ

  ータや視聴覚機器が共存する施設11）。

 c．開放感あふれ，親しみのある施設。

 d．多数の児童・生徒が一堂に会して視聴覚

  メディアなどを利用できる，多目的スペー

  ス12）。

 e．資料を探しやすく，落ち着いて学習でき

  る環境。

 f．床に座って本が読める読書スペース。

 9．他の図書館とのネットワークシステムの

  ある施設13）。

実際に問題となるのは既存の図書館をいかに理

想の学校図書館に近づけるかということである。

利用されてこその施設なので，学校や自治体自

身が，どのようにしたら児童・生徒や教員が利

用しやすい学校図書館になるかという観点で施

設の整備を行うべきである。

 5．学校図書館職員について

 （1）学校図書館職員の実状一山口県を例にし

  て一

 明治30年代の山口県は全国に先駆けて図書館

活動を展開し，例えば，「湯浅吉郎，佐野友三郎

という優れた図書館人によって運営された京都

府立や秋田県立・山口県立図書館では，アメリ

カ図書館思想の受容をもとに，開架制の採用，

貸し出し，巡回文庫の実施など先駆的な図書館

活動が行われた」のである14）。図書館の館数をみ

ても，明治44年山口県は全国一多く67館を数え

た。大正8年，公私立の全図書館1358館中，山

口県が157館で第一位であり，ついで福岡県が

132館，長野県が105館の順で，当時は「西の山

口」として，その将来に期待がかけられてい
た15）。

 学校図書館についても同様であった。山口県

立山口図書館は，1903年の開設当初より児童閲

覧室を備えており，豊浦小学校に学級文庫（1906

年）と学校図書館（1922年）が，深川小学校に児

童文庫（1910年）と学校図書館（1938年）が早

い時期から設置されていた。

 また，昭和30年代の山口県の学校図書館では，

「36年の県下の学校司書16）の総数45名であった。

37年には80名に増加した。更に38年度には高校

公私立計51名中学14名小学26名合計91名に達し

た」の記述にあるように'7），昭和30年代には山口

県の学校図書館に学校司書が多く配置されてい

たことがわかる。

 昭和32年の山口県学校図書館協議会の活動に

対して，「各県とも活発な活動を展開されていま

すが，とりたててあげるならば，東の千葉，西

の山口をまずあげるべきでしょうか。研究活動

面に，図書館づくり面に猛烈な馬力がかかりま

した。機関誌の飛躍的増大という面から見ても

その意志が窺われます」と評価されるほど，当

時の学校図書館活動は先進的であった18）。

 しかし，現在の山口県の学校図書館には，か

つてのような勢いは見られない。その実状を図

書館職員の面から考察すると，学校司書は新南

陽市の小・中学校全校に配置されてはいるが，

他の市町村では宇部市のプロジェクト研究指定

校の小学校に1名，光市の小学校に2名，玖珂
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町の小学校に2名が配置されるにとどる'9）。い

ずれも正規職員の配置ではなく，勤務時間もま

ちまちである。しかも，司書教諭の発令もない。

他方，高等学校では73％に専任または兼務の図

書館事務職員が配置されている。しかし，図書

館事務職員のうち正規職員は2％と激減してお

り（79年度は23．0％），図書館の仕事を2年以上

継続して従事する者は少なくなっている。ほと

んど嘱託や非常勤職員による対応をしており，

毎日終日勤務しているのは全体の8．2％に過ぎ

ない。しかも，図書館運営に関わる資格を有し

ていないと回答した人が80．8％にも昇る。高等

学校についても司書教諭の発令はない20）。

 比較のために，九州の公立高等学校の実状を

見る。福岡県では全日制11〔｝校すべてに専任正規

職員が配置されている。大分県，佐賀県，熊本

県，宮崎県も同様に100％の配置である。鹿児島

県は68．9％，長崎県は69．8％の配置率である21）。

 九州の公立高等学校の実状と比較してみると，

山口県の学校図書館の立ち後れがいっそう浮か

び上がってくる。「秋田魁新報」（1999年9月1

日）には「学校図書館に専任・専門・正規と三

拍子そろった教職員を配置している公立高校が，

県内に一校もないことが県高教組の調査で分か

った。政令指定都市を除く全国の都道府県では，

本県と山口県だけ」という記事まである。

 現在も先進的な取り組みを行っている千葉県

は市川市に，「公共図書館と学校図書館とを結ぶ

ネットワーク事業」などの活動がある。それは，

学校図書館を中心とした学校の教育機能を高め，

児童・生徒の「主体的に自ら学ぶ力」を育み，

生涯に亘って学び続ける市民の育成を目指すと

いうもので，全国の学校図書館関係者や地方自

治体に大きな影響を与えている。一方，かつて

「西の山口」と称された山口県は，佐野友三郎

の先駆的な図書館活動や西の山口と言われてい

た往事の姿は影を潜めている。

 （2）あるべき図書館職員像

 学校図書館が「開かずの施設」になる主たる

要因に，「人の問題」があげられる。「人」には，

司書教諭，学校司書，事務職員などがあり，学

校によって職名も待遇も異なる。本稿では，司

書教諭を中心に考察する。学校図書館法（昭和

28年法律第185号）は，「学校には，学校図書館

の専門的職務を掌らせるため，司書教諭を置か

なければならない。」（第5条第1項）と規定し

ているが，附則第2項によって「当分の間」司

書教諭を置かないことができた。この点につい

ては，学校図書館法の一部を改正する法律（平

成9年法律第76号）で，平成15年3月31日まで

の問は司書教諭を置かないことができると改め

られた（したがって，平成15年4月1日から学

校には司書教諭を置かなければいけないことに

なる。）。しかしながら，政令で定める規模以下

の学校には，従来どおり当分の間置かなくてよ

いとされているのである。司書教諭を置かなく

てよいとされるのは，11学級以下の規模の学校

である（学校規模を定める政令（平成9年政令

第189号））。

 平成11年度の調査結果に基づき，全学級数を

全学校数で割ると，1学校あたり学級数の平均

は，小学校では11。3，中学校では11．5となる22）。

概ね半数近くの学校では司書教諭を置かなくて

もよいことになると推測できるかもしれない。

しかし，教育の平等を考えると，小規模校にも

司書教諭の配置は必要である。それには，地方

自治体の前向きな姿勢が望まれる。鳥取県では

全校に司書教諭を設置することが報じられてお

り23），鳥取県の試みが今後の各自治体における

司書教諭の配置計画に多大な影響を与えるかも

しれない。

 司書教諭には図書館の専門的知識はもとより，

指導下，管理能力，学校図書館の活動を信念と

熱意で支えるパワーの持ち主が求められている。

学校教育の中で司書教諭の果たす役割は非常に

大きいので，頭脳明晰であることに加えて，校

長や他の教員とのコミュニケーションの土壌を

作り出す人間性豊かな人材が望まれる。

 司書教諭の役割を考えるときに考慮しなけれ

ばならないことは，学校司書との関係である。

学校司書は，貸し出し，利用案内，会計等一連

の図書館事務作業を担当する。他方，司書教諭

は教諭であることが大前提である。そして，学

校図書館を「教育に寄与する施設」としてどの

ように活用していくかを教員の立場から考え，

教育課程や教育内容を深く理解し，児童・生徒
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一人一人の指導に当たり，学校教育に役立つ学

校図書館作りをするという役割がある。このよ

うに，司書教諭と学校司書の職務内容は，教育

活動の有無で大きく分かれる。しかし，現実に

は学校図書館の仕事が極めて教育的なものとし

て，教育職の「実習助手」を学校司書として配

置するなど24），両者は重複する部分が多い。

 学校図書館法の一部を改正する法律を衆議院

および参議院が可決するにあたってその附帯決

議で，政府および地方自治体は，司書教諭の設

置が学校司書の職を失う結果にならないように

配慮すべきことを明示している。「『改正』学図

法による司書教諭の発令は，決して学校司書配

置に替えられるものではない。教諭と司書の専

門性はどちらも学校教育にとって欠かせない，

それぞれ置き換えることのできないものであ

る」との報告もある25）。教諭として授業をした経

験のある司書教諭と図書館学を学んできた図書

館の専門職としての学校司書とが，それぞれの

専門性を生かして，ともに学校図書館の運営に

あたることが学校図書館の目的に適うのではな

かろうか。司書教諭は，学校司書にとってかわ

るものではなく，司書教諭と学校司書とは，職

務の役割を分担しつつ，ときには相互補完的な

協力関係で学校図書館の運営にあたることが必

要であろう。

 司書教諭には，学級担任や教科担任と協力し

て，指導計画を立案し，児童・生徒が自主的に

学校図書館の資料を利用できるようにする役割

もある。アメリカでは，司書教諭のことをメデ

ィアスペシャリストと呼び，「教育およびメディ

アについて，専門職員として幅広い教育をうけ，

適切な資格をもち，メディアプログラムをつく

り，これを実践できる能力をそなえた」者であ

り，「教師」「情報専門家」「コンサルタント」の

役割を担っている26）。日本の司書教諭も，教科教

育に対する指導的立場にあると考えるべきで，

いずれはアメリカのようにメディアスペシャリ

ストとして活躍することが期待される。

 司書教諭がその活動をしていくにあたって，

何が必要なのだろうか。司書教諭は，教科担当，

学級担任との兼任ではなく，専任であることが

必須条件である。さらに司書教諭の専門性を維

持し，向上させるために研修制度の確立が望ま

れる。研修は，例えば，中央の研修所で行われ

ても，そこで用いられる機器やソフトが本務校

と違うということがよくあることや，忙しくて

研修に行くことが出来ないという事情なども考

えあわせると，校内で開催することが実際的で

ある。そのことはまた，すべての教職員に学校

図書館や司書教諭の役割と存在意義についての

共通理解を得る機会ともなろう。

 情報の氾濫する社会において，校内だけの情

報資源では学校図書館の情報リテラシーや教室

で行われる教育実践支援の目的を果たすことは，

学校図書館の現状からして困難である。公共図

書館でも自館だけでは需要に対応しきれないの

で，ネットワーク作りをしている。学校図書館

も「調べ学習」や「総合的な学習の時間」など

に対応するためには，ネットワークが必要とな

ってくる。2001年から全ての学校にインターネ

ットを接続することになるが，校内の人材だけ

では足りないときは，「インターネットに詳しい

民間企業や大学，専修学校等の協力を得ること

が有効であり，（中略）より円滑に外部の専門家

や民間企業等との連携協力が図られる」べきで

あり，地域社会の支i援体制も重要となってく
る27）。

 千葉県市川市で行っている「公共図書館と学

校とを結ぶネットワーク事業」のように，コー

ディネーターの役割を教育センターが行うこと

によって，ネットワークの成功した例もある。

このように，行政を巻き込んだ大規模なネット

ワーク作りはこれからの学校図書館のあり方の

キーポイントになる。

 最近，司書教諭をメディア専門職として位置

づけようという動きがある28）。しかし，次のよう

に学校図書館メディアの活用に対する警鐘もあ

る。「従来の図書資料と新しいメディアを有機的

に結びつけるのは，すべてをデータベース化し

たコンピュータのディスプレイの中だけで格好

よくオペレートできればよいといったレベルで

は決してなく，21世紀を前にして，これからの

学校図書館は，総合的な情報リテラシーが問わ

れることになろう29）」。このように，通信ネット

ワークを巧みに操作できる指導に終始するだけ
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で，情報メディア活用教育を終わらせてはなら

ない。学校図書館が，学校の情報化推進の中枢

になることを前提に，「運営の中心となる司書教

諭には，インターネット等の整備や教育用ソフ

トウェアに関する情報の蓄積などへの幅広い見

識とともに，学校図書館の活用を通じて，児童

生徒にコンピュータ等の情報機器のみならず多

様の情報手段から必要な情報を選択し正しく判

断するための情報活用能力を身につけさせる力

量が求められる」のである30）。

 6．おわりに

 これからの図書館のあり方について，「資料」

「施設」「職員」の面で考察した。この三要素の

どれもが充実していなければ，学校図書館の適

正な運営は成り立たない。三要素が三位一体化

してこそ，よりよい学校図書館が創り上げられ

るのである。そして，児童・生徒および教員に

利用されることこそが，学校図書館の果たす役

割である。

 児童生徒の豊かな学びと，本との確かな出会

いを保障するための第一歩として，「開かずの施

設化」した学校図書館の鍵を開けるところがら

始められなければならない。

 「この学校に来て，図書館ってすごいな一と

思った。ほんの一歩踏み出せば，自分の前にど

こへでも通じるドアがある。資料に触れること

で世界がど一んと広がる」31）。これからの学校図

書館に必要なものは，学校関係者や地方自治体

を始めすべての人が，「学校図書館は『どこでも

ドア』の場である」という共通理解をもつこと

である。
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